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人口減少下の国土利用・管理（基本的考え方）

２．安全・安心の視点

○気候変動に伴う災害の激甚
化・頻発化に対応する「流域
治水」の推進

○災害リスクエリアにおける開
発抑制とより安全な地域への
居住誘導

○事前防災・事前復興の観点か
らの地域づくり 等

５．多様な主体の参画と官民共創の視点

○適正な利用・管理が行われていない土地の公共
的管理の促進、利用拡大に向けた民の力の最
大限の活用など官民共創の推進

○多様な主体の参画や連携を促進するコーディ
ネート機能の確保 等

４．ＤＸの視点（国土利用・管理DX）

○地理空間情報等のデジタルデータ、リモートセン
シング等のデジタル技術の徹底活用による国土
利用・管理の効率化・高度化

○国土の状況把握・見える化、まちづくり、農林業
等の課題に応じたデジタル技術の開発、実装の
推進 等

３．環境との共生の視点

○自然資本の保全・拡大に向け
た「ネイチャーポジティブ」の考
え方に根ざした国土利用・管
理の推進

○グリーンインフラ、Eco-DRRな
ど、自然環境が有する多様な
機能を活用した地域課題の解
決 等

１．最適利用・管理の視点

○住民の発意に基づき適正な
土地の利用・管理手法を定め
る地域管理構想の全国展開
など、「国土の管理構想」の具
体化

○所有者不明土地などの低未
利用地や空き家の利用の円
滑化 等

人口減少・高齢化等による国土の管理水準の悪化など、国土の利用・管理をめぐる基本的条件の変化と
課題を踏まえ、今後の国土利用・管理の基本的な方向性について、①最適利用・管理の視点、②安全・安
心の視点、③環境との共生の視点と、それらに共通する④ＤＸ（デジタル・トランスフォーメーション）の視
点、⑤多様な主体の参画と官民共創の視点から整理する。

■１～３に共通する横断的な２つの視点

■国土利用・管理の基本的な３つの視点
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最適利用・管理の視点からの国土利用・管理
① 「国土の管理構想」の具体化
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○地域管理構想の取組を推進し、全国展開を図るため、①地域管理構想の策定意欲の喚起、②地域管理
構想の効果的な実施、③推進体制の構築の観点から、推進方策の充実・強化を図る必要がある。

○これらを通じたモデル事例の蓄積を踏まえつつ、現場において地域管理構想をより一層効果的に実践し
てく上での制度的課題・ニーズを抽出し、地域管理構想の取組を加速化するための制度のあり方につい
て検討を深める必要がある。

【取組強化の方向性】

① 地域管理構想の策定意欲を喚起するための仕掛けづくり
– 地域管理構想について、策定意欲につながるモデル事例の形成、策定ノウハ
ウの普及、地域管理構想づくりをコーディネートする人材の育成、地域管理構
想の実施支援の強化（②）等を通じて、地域における取組の後押しを図る。

② 地域管理構想の効果的な実施を支援するための仕掛けづくり
– 策定された地域管理構想が効果的に実施されるよう、関係省庁等の各種支援
制度等を活用し、連携して一体的に支援することにより、効果の見える化を図
り、他の地域への横展開を促進する。

③ 推進体制の構築
– 地域の現場において、①及び②による地域管理構想の策定及び実施が円滑
かつ効果的に進められるよう、関係省庁間の連携、国と自治体との連携によ
る伴走型の推進体制の構築を図る。 4

草刈りなど
手のかからない
方法で管理
・将来の活用に
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・獣害防止のため
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例）地域レベル

３段階の管理の
方向に仕分け

【取組の現状】

人口減少下の適切な国土管理の在り方を示した「国土の管理構想」の具体化に向
け、住民の発意に基づく地域管理構想の策定推進を図るため、モデル事例の形成
や地域管理構想策定の手引きの作成等に取り組んできたところ。

「国土の管理構想」の推進方策の強化



「国土の管理構想」について （R3.6 とりまとめ）

⃝ 現行の国土利用計画（H27.8月閣議決定）で示された方針に基づいて検討を進めてき
た、人口減少下の適切な国土管理の在り方を示すもの。

⃝ 分野横断的・統合的に国土全体の管理の在り方を提示。国だけでなく、都道府県・市町
村・地域における国土管理の指針となるもの。

⃝ これに基づき、特に中山間地域などを中心に、市町村や地域における実践的な取組が進
むことを期待。

「国土の管理構想」の位置付けとねらい

⃝ 都道府県・市町村・地域（集落等）の各レベルで、人口や土地の管理状況等についての現
状把握・将来予測を行い、目指すべき将来像と土地の管理の在り方を示す管理構想を策
定。市町村や地域では、これを地図上に見える化（管理構想図）。

⃝ 生活環境の維持や地域活性化などの地域課題と、生活の基盤となる土地利用・管理を一体
的に考える。特に、地域住民自ら話し合い、地域の資源や課題、将来像、具体的な取組な
どを検討・共有することが重要。

⃝ 人口減少下では、全ての土地についてこれまでと同様に労力や費用を投下し管理すること
は困難。優先的に維持したい土地を明確化し、取組を進めることが重要。管理方法の転換
や管理の縮小（場合によっては物理的管理を行わず見守りのみ）も考える。

⃝ 個別法等で方向性が示されているものはそれに準拠しつつ、分野横断的な連携・調整の視
点に立って市町村・地域管理構想を策定。要素が含まれていれば、他の計画でも市町村管
理構想として取り扱うものとする。

「国土の管理構想」の考え方のポイント

⃝ 「国土の管理構想」を次期国土利用計画や国土形成計画に反映させる。
⃝ 都道府県・市町村・地域の各レベルでの管理構想の取組を推進する。
⃝ 特に市町村や地域レベルでの具体的かつ実践的な取組を進めるため、モデル事業（福岡県
うきは市ほか）の実施を推進する。

「国土の管理構想」を踏まえたこれからの取組

〇現況図及び将来予想図の作成

地域として貴
重な農地であ
る棚田は積極
的に維持

獣害の拡大が想
定されるため、
管理されている
森林を引き続き
管理（積極的に
維持）

機械が入れる比
較的条件の良い
農地は将来の住
民が活用できる
よう管理（手の
かからない方法
で管理）

○地域管理構想図の作成

⾧野市中条地区地域管理構想の取組事例

将来的には人手
をかけない農地
（必要最小限の
管理） 5



モデル事業による事例の創出:
地域管理構想、市町村管理構想のモデル事例の形成に向け、地域の現場における管理構想の策定実証調査を実施

管理構想策定の手引きの作成:
地域管理構想、市町村管理構想の内容や策定プロセスなど、モデル事例を参考とした手引きを作成し、R4.9に公表

地域名 検討期間 状況

長野県長野市中条地
区（伊折区）

H31.1～R3.3
（策定済み）

地域住民等を中心に、計６回ワークショップを開催し、
地域管理構想「いおりの地域づくりみらい戦略」
（R3.3）を策定

山形県天童市田麦野
地区

R3.11～（実施中） R4.8に第１回目ワークショップ（懇談会）を開催し、
11月に第２回目を予定。引き続き検討を進める

兵庫県宝塚市西谷地
域（中部地区・下佐曽
利地区）

R4.7～（実施中） 取組に係る地元説明会を実施するとともに、取組の
方向性を整理し、第１回目のワークショップに向けて
準備中

市町村名 検討期間 状況

愛知県東栄町 R2.11～（実施中） 庁内職員の検討会（職員研修）による意見交換・議
論等を踏まえ、素案を作成。東栄町管理構想のとり
まとめに向けて検討中

福岡県うきは市 R3.10～（実施中） 庁内職員の検討部会による意見交換・議論等を
R4.2～7に３回実施。引き続き検討を進める

新潟県長岡市 R4.10～（実施中） R4.10にモデル事業に採択し、取組の方向性、実施
方針について整理・検討中

＜地域管理構想＞

＜市町村管理構想＞

グループ討議の様子（中条地区）

懇談会の様子（田麦野地区）

庁内職員の検討会（東栄町）

庁内職員の検討部会（うきは市）
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「国土の管理構想」の具体化に向けた取組状況



○地域管理構想について、策定意欲につながるモデル事例の形成、策定ノウハウの支援、地域管理構想
づくりをコーディネートする人材の育成、地域管理構想の実施支援の強化等を通じて、地域における取
組の後押しを図る。

策定意欲につながるモデル事
例の形成

地域課題の具体的な解決方策に取り組む先進事例の形成

［例］災害リスクを踏まえた土地利用・管理方法の転換、
デジタル技術の活用、農村型地域運営組織による検討・実施

関連政策・制度と連携した地域管理構想の策定負担の軽減につなが
る先進事例の形成

［例］国土利用計画の策定・見直しと一体となった策定の推進、
立地適正化計画や集落戦略（中山間地域等直接支払制度）と
連携した策定の推進等との連携

策定ノウハウの支援
モデル形成で得た成果や知見など、策定ノウハウを横展開するため
の情報提供の充実

地域管理構想づくりをコーディ
ネートする人材の育成

地域管理構想づくりを地域で主導し、円滑な検討作業や合意形成を
コーディネートできる人材を育成するための研修の実施
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■地域管理構想の策定を促進する対策強化のイメージ

地域管理構想の策定意欲を喚起するための仕掛けづくり



○策定された地域管理構想が効果的に実施されるよう、関係省庁等の各種支援制度等を活用し、連携し
て一体的に支援することにより、効果の見える化を図り、他の地域への横展開を促進する。

○地域管理構想の実施効果を関係省庁等の関連施策にフィードバックすることで、施策相互間の相乗効
果を高める。
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地域管理構想の効果的な実施を推進するための仕掛けづくり



地域管理構想の推進体制の構築

○地域の現場において、地域管理構想の策定及び実施が円滑かつ効果的に進められるよう、関係省庁間
の連携、国と自治体との連携による伴走型の推進体制の構築を図る。

○具体的には、関係省庁の連携の下、
ⅰ）地域管理構想の実施に資する関連施策を一体的に活用する連携支援体制の構築、

ⅱ）対象地域ごとに、国、都道府県、市町村が一体となって、地域管理構想の実施を支援する体制の
構築

を図る必要がある。

• 関係省庁の関係施策の一
覧作成・公表

• 地域管理構想と関連施策の
一体的取組の枠組みづくり
等 都

道
府
県

国

土

交

通

省

市
町
村

関

係

省

庁

地域

地域

地域

■地域管理構想の推進体制のイメージ

• 都道府県庁内、市町村庁内での
関係部局との調整、橋渡し

• 地域管理構想や関連施策に関する
相談対応、現地への人材派遣 等

ⅰ）関連施策と一体的に推進 ⅱ）対象地域ごとに一体でサポート連携全体の
コーディネート
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最適利用・管理の視点からの国土利用・管理
② 所有者不明土地などの低未利用土地や空き家の利用の円滑化
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所有者不明土地の利用の円滑化

○人口減少・高齢化に伴い所有者不明土地などの増加が懸念されているところ。

○所有者不明土地の利用の円滑化や発生予防の観点からの低未利用土地の適切な利用・管理の促進を
進める必要がある。

①地域福利増進事業の対象事業の拡充

・ 現行の広場や公民館等に加え、備蓄倉庫等の災害関連
施設や再生可能エネルギー発電設備の整備に関する
事業を追加

② 地域福利増進事業の事業期間の延長等

・ 購買施設や再生可能エネルギー発電設備等を民間事業者
が整備する場合、土地の使用権の上限期間を現行の10年から20年に延長
・ 事業計画書等の縦覧期間を６月から２月に短縮

③ 地域福利増進事業等の対象土地の拡大

・ 損傷、腐食等により利用が困難であり、引き続き
利用されないと見込まれる建築物が存する土地
であっても、地域福利増進事業や土地収用法の特例
手続（収用委員会の審理手続を省略）の対象として適用

１．利用の円滑化の促進

備蓄倉庫

建築物のイメージ

出典：「民法等一部改正法・相続土地国庫帰属法の概要」（法務省）

出典：「所有者不明土地の利用の円滑化等に関する特別措置法の一部を
改正する法律の概要」（国土交通省）

■土地基本法等の一部を改正する法律の概要

出典：「改正土地基本法・土地基本方針の概要」（国土交通省）より
国土政策局作成

（令和2年3月27日成立、3月31日公布）



空き家対策の方向性
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＜現行の空き家対策＞

○我が国の空き家の総数は８４９万戸、そのうち賃貸・売却用の住宅等を除いた「居住目的のない空き家」
は３４９万戸で、いずれも増加傾向にある。

○今後、人口・世帯数の減少や高齢化に伴う相続の増加等により、さらに空き家数の増加が見込まれるこ
とから、空き家の発生抑制や空き家の利活用・適切な管理・除却に向けた取組の強化等、空き家政策の
あり方を検討していく必要がある。

出典：住宅局提供資料



安全・安心の観点からの国土利用・管理
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○切迫する巨大地震や気候変動に伴う水災害の激甚化・頻発化など災害リスクの高まりが懸念されるな
か、流域治水の取組を推進するとともに、まちづくり・地域づくりに防災・減災の観点を主流化していく必
要がある。

○安全・安心な国土利用・管理の観点からは、災害リスクエリアにおける開発抑制とより安全な地域への
居住誘導、事前防災・事前復興の観点からの地域づくりなどの取組を推進する必要がある。
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流域治水の推進 災害リスクを踏まえた住まい方の推進

復興まちづくりの推進

平時から災害が発生した際のことを想定して、被災前よりも災害に強いまちにする等の復興まちづくりの実施方針を検討して
おくなど、復興事前準備の取組を進め、被災した場合に復興まちづくりを円滑に進めるとともに、より良い復興（ビルド・バック・
ベター）を実現していく必要がある。

気候変動による水災害リスクの激甚化・頻発化を踏まえ、
コンパクトシティ政策における居住誘導区域から災害レッ
ドゾーンを原則除外するなど、災害リスクエリアにおける
開発抑制とより安全な地域への居住誘導の取組を推進
する必要がある。

気候変動を踏まえ、あらゆる関係者が協働して流域全体で行
う総合的かつ多層的な水災害対策である流域治水を全国の河
川で推進する。

【災害リスクを踏まえた開発抑制】
災害レッドゾーンでの開発について、自己業務用
施設も原則禁止（都市計画法）
市街化調整区域の浸水ハザードエリア等におけ
る住宅等の開発を抑制（都市計画法）
浸水被害防止区域を創設し、住宅や要配慮者施
設等の安全性を事前確認（特定都市河川法）

安全・安心の観点からの国土利用・管理の取組の強化



出典：「第４９回社会資本整備審議会計画部会及び第４７回交通政策審議会交通体系分科会計画部会 資料1-2（令和4年10月13日） 」（国土交通省）

災害リスクを踏まえた住まい方の推進

○気候変動による水災害リスクの激甚化・頻発化を踏まえ、コンパクトシティ政策における居住誘導区域か
ら災害レッドゾーンを原則除外するなど、災害リスクエリアにおける開発抑制とより安全な地域への居住
誘導の取組を推進する。
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出典：「復興まちづくりのための事前準備ガイドライン 概要版」（国土交通省）

復興まちづくりのための事前準備

○平時から災害が発生した際のことを想定して、被災前よりも災害に強いまちにする等の復興まちづくりの
実施方針を検討しておくなど、復興事前準備の取組を進め、被災した場合に復興まちづくりを円滑に進
めるとともに、より良い復興（ビルド・バック・ベター）の実現を図る。

16



国土利用・管理ＤＸの推進

17



国土利用・管理ＤＸの推進

○地理空間情報等のデジタルデータ、リモートセンシング等のデジタル技術の徹底活用により国土利用・
管理の効率化・高度化を図る必要がある。

○国土の状況把握・見える化、まちづくり、農林業等の課題に応じたデジタル技術の開発、実装を推進する
必要がある。

18

分野 デジタルの徹底活用の例

国土の状況把握・見え
る化

• 電子国土基本図の整備
• リモートセンシングデータを活用した地籍調査

まちづくり
• デジタル技術を活用したスマートシティの取組
• ３Ｄ都市モデルの活用

農業
鳥獣害対策

• ＡＩを活用した除草支援技術
• ＩＣＴを活用した鳥獣被害対策

森林 • ICTを活用した森林情報の取得・解析、森林クラウドの整備

防災・減災 • 新たな災害リスク情報の整備

環境保全 • 自然環境等の地図情報のデータベース化

■デジタルの徹底活用による国土利用・管理の効率化・高度化の例



電子国土基本図の整備

19

電子国土基本図

様々な形態で提供

活用例

GISによる解析・統計処理等に利用民間地図サービス行政機関が配信する情報の背景地図 都市計画

数値地図（国土基本情報）電子地形図25000 ウェブ地図「地理院地図」 基盤地図情報

様々な地図のもととして活用

地図画像、ウェブ地図、GSIデータ等で提供

都市計画基図

登山経路情報

空中写真

道路工事図面

測量成果・資料等を
使用して電子国土基
本図を整備・更新

整備
更新

地名検索

測量成果・資料等

○デジタル社会形成基本法に規定する公的基礎情報データベース（ベース・レジストリ）として指定されて
いる電子国土基本図が国土地理院によって整備・提供されている。

出典：国土地理院提供資料



リモートセンシングデータを活用した地籍調査

出典：「国土交通省地籍調査Webサイト」（国土交通省）

○令和２年の国土調査法改正により、高精度な空中写真、航空レーザ測量データ等のリモートセンシング
データを活用することで、山村部等における地籍調査での現地立会いの負担軽減等が図られている。

20



○スマートシティの都市計画・整備の分野では、デジタル技術を活用して、空き家の分布状況把握や防災
対策の高度化等に関する取組が進められている。

出典：「スマートシティガイドブック」（内閣府） 21

デジタル技術を活用したスマートシティの取組



○除草作業について、人口減少・高齢化に伴う労働力不足を補うため、AIを活用した除草支援技術や自律
型除草ロボットの開発が進められている。

出典：「「国際競争力強化技術開発プロジェクト」について」（農林水産技術会議）

ＡＩを活用した除草支援技術

22



○鳥獣害対策として、センサーカメラ等のICT機器を導入することで野生鳥獣の生息・被害状況等を調査し、
データに基づく被害対策の策定を行う取組が進められている。

出典：「鳥獣被害の現状と対策」（農林水産省）より国土政策局作成 23

ＩＣＴを活用した鳥獣被害対策



○航空レーザ測量や空中写真・衛星画像等から森林情報を取得・解析し、その情報を森林クラウド等に集
積することで、都道府県、市町村、林業経営体など地域の関係者で情報の高度利用が進められている。

出典：林野庁提供資料より国土政策局作成 24

ＩＣＴを活用した森林情報の取得・解析、森林クラウドの整備



出典：「令和3年度第2回流域治水の推進に向けた関係省庁実務者会議」（国土交通省）より国土政策局作成

新たな災害リスク情報の整備

○流域治水の取組として、従来の水害ハザードマップに加えて、浸水範囲と浸水頻度の関係をわかりやす
く図示した「水害リスクマップ（浸水頻度図）」の整備が進められている。

25



○地域特性を把握するための自然環境・社会環境や再生可能エネルギーに関する地図情報のデータベー
ス化が図られている。

出典：「環境アセスメントデータベース」（環境省）より国土政策局作成 26

自然環境情報等の地図情報のデータベース化



国土利用・管理における官民共創とコーディネート機能の強化
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国土利用・管理における官民共創とコーディネート機能の強化

○人口減少等の進展に伴う土地利用ニーズの低下等を背景に所有者不明土地や管理不全の土地が増
加する中、土地の適正な利用・管理を図るため、土地の公共的管理や民間投資の喚起など官民共創の
の取組を推進するとともに、土地の利用に関するコーディネート機能を強化する必要がある。

■適切な利用・管理が行われていない土地での官民共創、コーディネート機能強化の例

官民共創
（土地の公共的管理、民間投資の喚起等）

コーディネート機能の強化
（関連施策との連携、人への投資等）

所有者不明土地

• 相続等により取得した土地所有権を国庫に帰属させる制
度による発生予防

• 地域福利増進事業の拡充による利用の円滑化の促進

• 土地政策推進連携協議会の活用
• 所有者不明土地や低未利用土地
等の利活用に取り組む法人の指
定

空き地・空き家

• 全国版空き家・空き地バンク等の活用による流通・利用
促進

• 「低未利用土地権利設定等促進計画」の活用による都市
のスポンジ化対策の促進

• 空き家・空き地の流動化に取り組
む法人による自治体、ＮＰＯ、専
門家等との連携、相談体制の構
築

荒廃農地
• 「農地中間管理機構（農地バンク）」の活用による農地集
積、耕作放棄地の解消

• 地域管理構想や農村RMO等によ
る関係者の連携促進

管理が行き届か
ない森林

• 「森林経営管理制度」の活用による、①林業経営に適さ
ない森林の市町村管理の実施、②市町村が仲介し、林
業経営に適した森林を意欲と能力のある林業経営者に
再委託

• 所有者不明森林等に関する特例措置による利用促進

• 地域林政アドバイザー制度の活
用や隣接市町村との連携組織の
設置等による体制の強化

28



出典：「所有者不明土地法の円滑な運用に向けた先進事例構築推進調査」（国土交通省）より国土政策局作成

○所有者不明土地に学習施設や購買施設を設置し、商店街の活性化につなげる取組が進められており、
このような民間主体による地域福利増進事業の取組を推進する。

29

所有者不明土地を利用する地域福利増進事業の活用推進



出典：「土地政策推進連携協議会」（国土交通省）

○土地政策推進連携協議会の設置により、土地政策について地方公共団体に対する助言や人的支援を
実施する取組を推進する。

30

土地政策推進連携協議会の活用推進



○全国版空き家・空き地バンクでは、官と民が連携し、自治体が把握している全国の空き家等の情報を一
元化して公開するなど、空き家の円滑な利活用に向けた取組が進められている。

31

全国版空き家・空き地バンクの取組事例

出典：不動産・建設経済局提供資料



出典：「令和２年度ランドバンクの活用等による土地の適切な利用・管理の推進に向けた先進事例構築モデル調査」（国土交通省）

○NPO法人つるおかランド・バンクでは、空き家・空き地に関する相談の整理・分析を行い、専門家による
会議を開催することで、課題解決方法や規制緩和等の検討等の取組が進められている。

32

空き家・空き地の流動化に取り組む法人の事例



出典：「農地中間管理事業の優良事例集（令和3年度版）」（農林水産省）

○民間企業が農地中間管理機構のコーディネートによって農地を借り受けることで、荒廃農地の再生や相
続未登記農地の活用を推進する。

33

農地中間管理機構（農地バンク）の活用推進



○農業者を母体とした組織と自治会など多様な地域の関係者が連携して協議会を設置し、農用地等の保
全、地域資源の活用等の事業を推進する。

出典：「農村RMOとは」（農林水産省） 34

農村型地域運営組織（農村ＲＭＯ）の活用推進



森林経営管理制度の取組事例

出典：「令和3年度 森林・林業白書」（林野庁）より国土政策局作成

○森林林経営管理制度（森林経営管理法）により、経営管理が行われていない森林について、森林所有
者の意向に応じて、市町村による森林整備や林業経営への再委託の取組が全国各地で進められてい
る。

35

栃木県鹿沼市
～所有者特定を重視した意向調査～

• 栃木県鹿沼市では、森林所有者の森林経営に対する関心
の希薄化などから、相続登記や所有者の届出が行われず、
手入れ不足の森林が増えている。そのため、所有者の特定
を重視し、法定相続人を探索した上で意向調査を実施。意
向調査票を確実に当事者に届けることで、森林整備までの
合意形成をスムーズに進めている。

• 制度の開始に伴い、森林組合や事業体等が構成する「鹿沼
市森林環境整備協議会」を設立、市自らが対応する事務と
委託事務を組み合わせて効率化を図り、令和３（2021)年度
には、意向調査（約1,134ha）、経営管理権（約26ha）の設定、
市による間伐事業（約26ha）を実施している。

＜間伐事業の状況＞

愛媛県
～森林管理支援センターによる市町支援～
• 愛媛県では、市町からの支援要請を受けて、複数の市町
が連携して事業に当たる広域推進体制の構築を提案。
流域を単位とした県下５地域に市町連携組織（森林管理
推進センター）を設置。さらに、市町連携組織を支援する
ための総括組織（森林管理支援センター）を公益財団法
人愛媛の森林基金内に設置。

• 市町を対象とした研修会の開催、意向調査等の外注に
係る設計積算要領等の作成や資料提供のほか、市町職
員のマンパワー不足解消に向けた取組として、森林管理
支援センターで雇用した技術職員や併任の県職員を各
森林管理推進センターへ派遣するなど、実務を担う人材
を確保することで全面的に支援している。＜説明会の状況＞

• 愛知県岡崎市では、航空写真を活用した森林資源解析によ
り、人工林資源がまとまっている15地区を制度の対象に選定。

• 所有者が将来にわたり、森林管理を行っていけるよう、地区
全体の境界確認と測量を実施し、その後に意向調査を行うこ
とで、円滑な意向確認の実施と経営管理の受託につなげて
いる。

• 令和２年度は、約57haの森林について市が所有者から経営
管理の委託を受け、このうち、約23haを林業経営者に再委託。
令和３年度には市が約24haの森林の間伐に着手するなど取
組を展開している。

愛知県岡崎市
～境界の確認から意向調査、森林整備までの円

滑な実施～

＜境界確認の状況＞

林業経営者
への再委託

都道府県による
市町村支援の取組

市町村による
森林整備

市町村による
森林整備

• 兵庫県神河町は、林務専門部署がない中、県と「ひょうご
森林づくりサポートセンター」の支援を受けながら、地元の
森林組合と連携して、既存の取組では対応が難しい条件不
利地の森林整備を進めるために制度を活用。

• 多様な森林整備手法を検討するため、条件を絞らず幅広く
意向調査を実施。既存事業で対応可能なところとの調整を
行いながら、条件不利地については、町が経営管理の委
託を受ける方針で取組を進めている。

• 令和２年度には約1,100haの意向調査を実施するとともに、
経営管理権を設定（約67ha）し、町による間伐事業（約
53ha）を実施している。

兵庫県神河町
～未整備森林のトータルコーディネート～

＜間伐後の状況＞



出典：「 森林経営管理法（森林経営管理制度）について（令和2年4月）」（林野庁）

○森林経営管理制度（森林経営管理法）により、経営管理が行われていない森林について、森林所有者
の意向に応じて、市町村が仲介役となり森林所有者と林業経営者をつなぐ取組を推進する。

36

森林経営管理制度の活用推進


